
北海道食の安全・安心委員会運営要綱                                    〔平成１７年５月２７日北海道食の安全・安心委員会〕 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、北海道食の安全・安心条例（平成１７年北海道条例第９号。以下「条例」とい

う。）第３５条の規定に基づき、北海道食の安全・安心委員会（以下「委員会」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（専門部会） 
第２条 条例第３４条の規定に基づく専門部会は、会長が委員会に諮って設置するものとする。 
２ 専門部会の構成及び部会長は、会長が指名する委員及び特別委員がこれにあたるものとする。 
（部会長） 
第３条 条例第３４条第３項の規定に基づき指名された部会長は、専門部会を代表し、専門部会の会

務を総理する。 
２ 部会長に事故があるときは、専門部会に属する委員及び特別委員のうちから部会長があらかじめ

指名する者がその職務を代理する。 
（専門部会の会議） 
第４条 専門部会の会議は、部会長が招集する。 
２ 専門部会は、所属する委員及び特別委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 専門部会の議事は、出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決

するところによる。 
４ 専門部会は、別途、委員会から付託された事項について調査審議するものとする。 
  ただし、委員会が別に指定する事項（指定事項）については、委員会から付託があったものとみな

すことができるものとする。 
（委員会への報告） 
第５条 部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を委員会に報告しなければなら

ない。 
（委員欠席の場合の取扱い） 
第６条 委員及び特別委員が委員会及び所属する専門部会に出席できない場合の代理出席は、これを

認めない。 
  ただし、委員が会長（特別委員にあっては部会長）に協議し必要と認められた場合は、この限りで

はない。 
２ 委員及び特別委員が委員会及び所属する専門部会に出席できない場合は、あらかじめ通知のあっ

た事案について文書をもって意見を述べることができるものとする。 
（会議の公開） 
第７条 委員会及び専門部会の会議は公開とする。 
２ ただし、開催に当たり、次の事由に該当する場合は、委員会若しくは専門部会の決定により会議

を非公開とすることができるものとする。 
 （１）公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあること 
 （２）公開することにより、特定の者に不当な利益や不利益をもたらすおそれがあること 
（委員会の庶務） 
第８条 委員会の庶務は、北海道農政部食の安全推進局食品政策課において処理する。 
２ 専門部会の庶務は、それぞれの事務を所掌する道の部課（室）において処理する。 
（会長への委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び専門部会の議事その他運営に関し、必要な事項は、

会長又は部会長が委員会又は専門部会に諮って定める。 
附 則 

１ この要項は、平成１７年５月２７日から施行する。 
附 則 

１ この要項は、平成２５年７月１１日から施行する。

参考資料５ 



北海道食の安全・安心委員会傍聴要領  
                            平 成 １ ７ 年 ５ 月 ２ ７ 日 
                            北海道食の安全・安心委員会    １ 傍聴する場合の手続   （１）北海道食の安全・安心委員会（「専門部会」を含む、以下同じ。）の傍聴を希望される

方は、別途指定した期日までにはがき、ＦＡＸ、電子メールでお申し込みください。 
（２）傍聴希望者が多数の場合は抽選を行い、当選者の発表は入場券の発送をもって代えさせ

ていただきます。入場券は本人のみ有効となります。  
 ２ 傍聴するにあたっての留意事項       傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 
（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等

を表明することはできません。 
（２）会場内では、飲食及び喫煙などはできません。 
（３）会場内では、ビラ・チラシの配布、横断幕の提示、ゼッケンの着装などの行為はできま

せん。 
（４）会場内では、写真撮影、録画、録音等はできません。ただし、北海道食の安全・安心委

員会会長または部会長が認めた場合は、この限りではありません。 
（５）その他、会議の秩序を乱したり、北海道食の安全・安心委員会会長または部会長の議事

進行を妨害するようなことはできません。  
 ３ 会議の秩序の維持 
 （１）上記２のほか、傍聴される方は、事務局の指示に従ってください。 
    お分かりにならないことがあれば係員にお尋ねください。  
 （２）傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、注意し、なお、これに従わな

いときは、退場していただく場合があります。   


